
 

 

 

 
 
◆制 度 名  徳島県奨学金返還支援制度 

◆募 集 対 象 次の各号のいずれにも該当する者 

○日本学生支援機構奨学金等（徳島県が認めるもの）の貸与を受けている者 

○大学、大学院に在籍し、平成２８年度に卒業予定の者 

○下表の「専門分野」を履修し、卒業後に「対象業種」の徳島県内事業所に正

規職員として「従事部門」での就業を希望する者 

専門分野 対象業種 従事部門 

理学、工学、薬学、食物学、農学 製造業 企画・開発、製造 

情報 情報サービス業 システム開発、運用管理 

農学 農業、林業、漁業 農林水産物の生産 

○大学等を卒業後、県内に定住することを希望する者 
 

◆助 成 金 額  

①日本学生支援機構無利子奨学金の借受総額１／２（上限額１００万円） 

②日本学生支援機構有利子奨学金の借受総額の１／３（上限額７０万円）  
 ※上記両方の奨学金の貸与を受けた場合は、上記①の助成金額が７０万円未満の場合のみ、

助成金額が７０万円に達するまで、上記②について加算することができる。 
 ※助成金額は、就業状況、居住状況、奨学金返還状況により減額する場合がある。 
 ※日本学生支援機構以外の奨学金については、貸与基準が日本学生支援機構奨学金に準じ

ているものとし、対象の可否及び助成率は個別に判断される。 

◆助 成 方 法  

大学等を卒業後、対象業種の県内事業所で３年間就業後に支援を開始する。 

◆募 集 人 員  １００名 

◆応 募 期 間   平成２８年１月５日(火)～２月１５日(月)（当日消印有効） 

◆応 募 方 法  次の書類を「お問合せ・応募先」あて簡易書留で郵送する。 

 ①申請書 ②学業成績証明書（発行者厳封）③在籍校の推薦書（発行者厳封） 

詳細・様式は下記のホームページで確認すること 

      http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/sougoudaigakkou/ 

◆お問合せ・応募先  徳島県政策創造部 県立総合大学校本部  

   〒770-0045 徳島市南庄町５丁目７７－１ 徳島県自治研修センター内 

            TEL ０８８-６１２-８８０１ FAX ０８８-６１２-８８０５ 

               E-mail: sougoudaigakkou@pref.tokushima.lg.jp 

 

 

                 平成２８年１月５日  学務部学生支援課奨学金係  

（０９２－８０２－５９３４）  

奨学金返還支援制度助成候補者募集  








